
公募型企画競争に関する公告

次のとおり公募型企画競争を実施します。

令和 3年 6月 28日

経理責任者

独立行政法人国立病院機構舞鶴医療センター院長 法里 高

（ 押 印 省 略 ）

1.競争に付する事項

(1)件名

SPD業務委託契約

(2)委託業務内容

仕様書による。

(3)契約期間

令和 3年 10月１日～令和 6年 9月 30日 (3年間 )

(4)選 定方法

本調達に係る交渉権者の決定は公募型企画競争によって行うので、

① 仕様書の趣旨に則り企画提案を行うこと。

② ①の企画提案に係る企画提案書及び見積書を提出すること。

(5)見積書の作成方法

①見積対象の医療用消耗品及び数量

上記 (3)の期間、舞鶴医療 ｾﾝﾀｰに おいて予定される医療用消耗品 3027品目・一般消耗品 315

品目の総額及び管理料

②見積方法

ｱ 見積金額については、委託に要する一切の費用として、各医療用消耗品・各一般消耗品

の見積単価総額及び管理料（管理料は機器導入経費を含む )を合算した額を記載するこ

と。

ｲ 見積単価については、消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見

積もった金額の 110分の 100に 相当する金額を記載すること。

(6)その他

契約は、管理料については見積金額を契約月数で除した金額を固定費とし、医療用消耗品

については見積単価による単価契約とする。

2.競争に参加する者の必要資格に関する事項

(1)次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有さない。

1. 以下の各号のいずれかに該当する者

① 契約を締結する能力を有しない者

② 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者

③ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3年法律第 77号）第 32条第 1項各

号の掲げる者

2. 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後 2年を経過していない者（これ

を代理人、支配人その他の使用人として仕様する者についてもまた同じ）

① 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若し

くは数量に関して不正の行為をした者

② 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るための

連合をした者

③ 交渉権者が契約を結ぶこと又は契約者が履行することを妨げた場合

④ 監督又は検査の実施に当たり職員及び経理責者が委託した者の職務の執行を妨げた者

⑤ 正当な理由なく契約を履行しなかった者

⑥ 契約により、契約の後に対価の額を確定する場合において、当該対価の請求を故意に虚

偽の事実に基づき過大な額で行った者

⑦ 前各号のいずれかに該当する事実があった後 2年を経過しない者を契約の履行に当たり、

代理人、支配人その他の使用人として使用したもの。



⑧ 前各号に類する行為を行った者

(2)厚生労働省競争参加資格 (全省庁統一資格 )において ｢役務の提供等 ｣のＡ、Ｂ又はＣの等級に

格付され、近畿地区の競争参加資格を有する者であること。

(3)契約細則第４条第４項の規定に基づき、経理責任者が別に定める資格を有する者であるこ

と。

3.企画提案書 ･見積書の提出場所、公募型企画競争説明書の交付場所 ･問合せ先

〒 625-8502

京都府舞鶴市字行永 2410番 地

独立行政法人国立病院機構舞鶴医療センター 契約係 亀川 瞳

電話 0773-62-2680（内線 234）

4.公募型企画競争説明会の日時及び場所

本件については省略

5.提案書の提出及び見積書の開封の実施等

(1)企画提案書の受領期限

令和 3年 7月 26日 (月 ) 17:00

※ 企画提案書については正本１部 ･副本 10部提出のこと。

※郵送する場合には受領期限までに必着のこと。

(2)見積書の受領期限

令和 3年 7月 26日（水） 17:00

※ 郵送する場合には受領期限までに必着のこと。

(3)企画提案 (ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ)の 日時及び場所

令和 3年 7月 29日 (木 ) 10:00 院 内会議室

(4)見積書開封の日時及び場所

令和 3年 7月 30日 (金 ) 10:00 院 内会議室

(その他 )

提出された企画提案書及び見積書は返却しない。

6.契約締結者の決定方法

(1)契約締結者の選定は、競争に参加する者の必要資格に関する事項を満たし、仕様書に定める

要件を満たした企画提案書を提出し企画提案を行ったものであって、当該競争参加者の見積金額が

契約細則第２１条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内である者のうち、企画提案の評価点数の平均

値と、当該入札者の入札価格点を合計して得た数値の最も高い者をもって第一交渉権者を決定する。

なお、企画提案の評価点数の合計を、当該入札者の入札価格で除して得た数値が同値のものが２者以上の場合は、

くじを引かせて第一交渉権者を決定する。この場合においては当該競争参加者が見積書開封会場に出席しない者、ま

たくじを引かない者であるときは、入札執行事務に関係ない職員に、これに変わってくじを引かせ、第一交渉権者を

決定する。

見積価格が予定価格に達しない場合については引き続き再度の見積を行うものとする。

第一交渉権者決定後はその者と直ちに委託契約に関する交渉 ･協議を行い、合意した場合に契約を締

結する。なお、契約は、公募型企画競争説明書及び選定した企画提案書の内容に基づき、受託

者が遂行すべき準備、業務内容、委託条件等を協議のうえ締結する。

第一交渉権者との協議 ･交渉が不調となり、又は交渉開始から 10日以内に契約締結に至らなか

った場合は、総合評価の高い順から他の交渉権者と交渉 ･協議を行うことがある。

(2)交渉権者を決定した場合の参加者への通知

経理責任者は、書面により、競争参加者全員に対し、交渉権者の氏名及び評価結果を通知す

る。

7.その他必要な事項

(1)見積及び契約手続に仕様する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

(2)契約保証金

免除

(3)契約書作成の要否

要



(4)企 画提案書等の提案者に要求される事項

この公募型企画競争に参加を希望する者は、企画提案書及び封印した見積書を受領期限内ま

でに提出しなければならない。

尚、提案者は、見積書開封日の前日までの間において経理責任者から提案書の内容につい

て説明を求められた場合には、これに応じなければならない。

(5)提出する見積書には見積内訳を添付すること。

(6)当公告に示した競争参加資格のない者の提出した企画提案書及び見積書、提出者に求められ

る義務を履行しなかった者の提出した企画提案書及び見積書は無効とする。

(7)詳細は公募型企画競争説明書による。


